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山形県地域密着型サービス自己評価及び外部評価実施要領一部改正新旧対照表 

改正前 改正後 

山形県地域密着型サービス自己評価及び外部評価実施要領 

 

第１～第 11 （略） 

 

附則１～３ （略） 

 

附 則 

１ この要領は、平成 21年６月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 22年２月８日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

 

 

山形県地域密着型サービス自己評価及び外部評価実施要領 

 

第１～第 11 （略） 

 

附則１～３ （略） 

 

附 則 

１ この要領は、平成 21年６月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 22年２月８日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和元年５月１日から施行する。 
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別紙１ （略） 

 

 

別紙２ 

評価調査員養成研修の実施について 

 

第１～第３ （略） 

 

第４ 名簿の取扱いについて 

知事又は指定研修機関の長は、研修修了者に対し、修了証明書を交付

するとともに、研修修了者について、修了年月日、氏名、生年月日等必

要事項を記載した名簿を作成し、管理する。 

 

第５ （略） 

 

 

 

 

 

 

附則 

１ この要領は、令和６年３月６日から施行する。 

 

 

別紙１ （略） 

 

 

別紙２ 

評価調査員養成研修の実施について 

 

第１及び第３ （略） 

 

第４ 名簿の取扱いについて 

知事又は指定研修機関の長は、研修修了者に対し、修了証書を交付す

るとともに、研修修了者について、修了年月日、氏名、生年月日等必要

事項を記載した名簿を作成し、管理する。 

 

第５ （略） 

 

第６ 指定の申請について 

指定研修機関の指定を受けようとする者は、知事に対し、「山形県地

域密着型サービス外部評価の評価調査員養成研修機関指定申請書」（様

式１）（以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付して知事に

申請を行うものとする。 
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(1)  申請者の定款・寄附行為等及び法人登記簿の謄本（過去３か月以

内のもの） 

(2)  研修の実施にあたり必要な事項を定めた実施要領等 

(3)  倫理規程（守秘義務に関する規程を含むもの） 

(4)  申請者の前年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目

録 

(5)  申請者の当該年度の事業計画書及び収支予算書 

(6)  その他必要と認められる書類  

 

第７ 指定の通知及び審査結果の通知について 

知事は第６の申請内容について審査した結果、指定研修機関として

指定する場合には、「山形県地域密着型サービス外部評価の評価調査員

養成研修機関指定通知書」（様式２）を申請者に交付するものとし、指

定研修機関として指定しない場合には、理由を付して「山形県地域密

着型サービス外部評価の評価調査員養成研修機関指定審査結果通知

書」（様式３）により通知するものとする。 

２ 知事は、指定研修機関を指定したときは、当該機関の名称、連絡先、

第６により提出を受けた実施要領等の情報を外部評価機関に周知する

ものとする。 

 

第８ 変更の届出について 

指定研修機関は、第６に規定する申請書に記載した事項及び申請書

に添付した書類の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ、「山形県地

域密着型サービス外部評価の評価調査員養成研修機関指定に係る変更
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届出書」（様式４）により知事に届け出なければならない。 

 

第９ 廃止の届出について 

指定研修機関は、研修事業を廃止しようとするときは、事業終了の

３か月前までに「山形県地域密着型サービス外部評価の評価調査員養

成研修機関指定廃止届出書」（様式５）により廃止の理由を付して知事

に届け出なければならない。 

２ 知事は、前項の廃止届出書を受理した場合は、当該機関の名称及

び廃止時期を外部評価機関に周知するものとする。 

 

第 10 研修の実施について 

指定研修機関は、外部評価機関の選定を受けている法人又は新たに

選定を受けようとする法人からの依頼に基づき研修を実施するものと

する。 

２ 研修に要する費用は、前項に掲げる法人が指定研修機関に直接支

払うものとする。 

 

第 11 修了証の交付について 

指定研修機関は、修了すべき課程のすべてを修了した者に限り、修

了証書を交付するものとする。 

 

第 12 修了者名簿の提出について 

指定研修機関は、知事に対し、研修終了後、速やかに「山形県地域

密着型サービス外部評価の評価調査員養成研修修了者名簿」（様式６）
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を提出するものとする。 

 

第 13 研修報告書の提出について 

指定研修機関は、知事に対し、研修終了後２月以内に、「山形県地域

密着型サービス外部評価の評価調査員養成研修に係る研修実績報告

書」（様式７）及びそれに係る添付書類を提出するものとする。 

 

第 14 指定の取消しについて 

知事は、指定研修機関が、次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、指定を取り消すことができる。 

(1)  不正な手段により指定を受けたとき。 

(2)  知事が、研修事務の適正な実施の確保のために、指定研修機関に

対し行う必要な指示に反したとき。 

(3)  第５（２）の要件を満たすことができなくなったと認められると

き。 

 

第 15 その他 

研修事務の実施に関して知事が当該事業に関する情報の提供、当該

事業の内容 の変更、その他必要な指示を行った場合は、当該指示に従

うものとする。 
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（別添） 
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（様式１） 
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（様式２） 
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（様式３） 
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（様式４） 
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（様式５） 
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（様式６） 
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（様式７） 
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 別紙３ （略） 

 

 別紙４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ （略） 

 

別紙４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


